
高山市告示第１８５号

高山市企業ＤＸ伴走支援事業委託について、公募型プロポーザル方式に係る手続開始にあたり、

参加希望者の募集を行うので、別紙のとおり告示する。

令和８年３月２日

高山市長 田 中 明



公募型プロポーザル参加資格審査申請書及び企画提案書の受付について

下記の業務について、公募型プロポーザル方式により受託事業者の選定を行います。

つきましては、下記の要領でプロポーザル参加資格審査申請書及び企画提案書の受付をします。

１ 業務概要

⑴ 業務名

高山市企業ＤＸ伴走支援事業委託（０８商雇第７号）

⑵ 業務目的

市では、生産年齢人口の減少などにより労働力不足が顕在化しており、労働力不足に対応す

るためには、さまざまな視点により多面的に取り組みをすすめていく必要がある。とりわけ、

人口減少社会においては、生産性の向上や新たな価値の創造を目的とした企業ＤＸ（デジタル

トランスフォーメーション）の促進が重要になっている。

令和６年度より市内企業の経営者及びデジタル部門担当者を対象にＩＴリスキリングセミナ

ーを開催し、市内企業のデジタル化やＤＸによる経営革新を進めてきたが、ＤＸをさらに力強

く後押しするためには、個別・具体的な課題に対する伴走支援が必要である。

「ＤＸに取り組みたいが何から始めたらよいかわからない」、「取り組みのリソースがない」

といったＤＸ初期段階にある市内企業に対して、デジタル技術等の導入に関するＤＸ伴走支援

を実施する。

また、ＤＸによる業務効率化の成功事例の横展開により、デジタル活用に対する市内の前向

きな気風を醸成し、市内企業の生産性の向上を促進するとともに、市内産業の発展を図ること

を目的とする。

⑶ 業務内容

「高山市企業ＤＸ伴走支援事業委託仕様書」参照

⑷ 委託期間

契約締結の日から令和９年３月１９日（金）まで

⑸ 契約限度額

８，７００千円（消費税及び地方消費税を含む）

２ 参加要件

公募型プロポーザルに参加するために必要な資格及び要件は、次のとおりとする。

⑴ 参加資格審査申請締切日以前において、高山市競争入札参加者資格審査要綱（平成２８年高

山市告示第２１７号）第５条第１項に規定する競争入札参加資格者名簿の「物品・委託等」に

おいて登録されている者であること。



⑵ 告示の日から契約締結の日までの間に、高山市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領（平

成６年３月２９日決裁）の規定に基づく指名停止措置を受けていないこと。

⑶ 参加資格審査申請書類提出期間最終日の正午時点において、高山市税・高山市公共料金につ

いて未納の徴収金（納期限が到来していないものを除く。）がないこと。

⑷ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者である

こと。

⑸ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項又は第２項の規定による更生手続

開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る

ものを含む。）をした者にあっては、同法第１９９条第１項若しくは第２項又は第２００条第１

項の規定による更生計画認可の決定（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることと

される更生事件に係るものを含む。）を受けていること。

⑹ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項又は第２項の規定による再生手続

開始の申立てをした者にあっては、同法第１７４条第１項の規定による再生計画認可の決定を

受けていること。

なお、上記⑷～⑹については参加資格審査申請書の提出をもって宣誓・同意したものとし誓

約事項に虚偽の内容があった場合等は関係法令等に従い、解除その他処置を行うものとする。

⑺ 高山市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成２３年４月１日決裁）に規定す

る排除措置対象個人又は法人等に該当しないこと。

なお、別添「暴力団排除に関する誓約事項」を確認し、参加資格審査申請書の提出をもって

誓約・同意したものとする。

３ 公募型プロポーザル参加者を選定するための基準

高山市競争入札参加資格者審査要綱第１０条の規定を準用する。また、「高山市企業ＤＸ伴走支

援事業委託プロポーザル審査要領」に基づき選定する。

４ 業務担当部署

〒５０６－８５５５ 高山市花岡町２丁目１８番地

高山市商工労働部 雇用・産業創出課

電話番号０５７７－３５－３１８２

５ 参加資格審査申請書類の交付方法等

⑴ 交付期間

告示の日から令和８年４月１０日 正午まで

⑵ 交付方法



高山市ホームページ上に掲載した参加資格審査申請書類をダウンロードすることにより交付

する。

⑶ その他

高山市ホームページによる交付が受けられない場合には、次により交付する。

ア 交付期間

告示の日から令和８年４月１０日 正午まで

※受付は、土日及び祝日を除く午前８時３０分から正午まで、午後１時から午後５時１５

分までの間とする。

イ 交付場所

〒５０６－８５５５ 高山市花岡町２丁目１８番地

高山市財務部契約管財課契約検査係

電話番号０５７７－３５－３１８６

６ 参加資格審査申請の方法等

参加希望者は、以下に定める参加資格審査申請書類を提出し、参加資格の審査を受けなければ

ならない。

なお、参加資格審査申請書類は、持参又は郵送による提出とする。

⑴ 参加資格審査申請書類

公募型プロポーザル参加資格審査申請書（様式第１号）

⑵ 提出期間及び提出場所

ア 提出期間

告示の日から令和８年４月１０日 正午まで（※必着）

※受付は、土日及び祝日を除く午前８時３０分から正午まで、午後１時から午後５時１５

分までの間とする。

イ 提出場所

〒５０６－８５５５ 高山市花岡町２丁目１８番地

高山市財務部契約管財課契約検査係

電話番号０５７７－３５－３１８６

⑶ 公募型プロポーザル参加資格の確認及び結果の通知

参加資格審査申請書類により参加資格審査を行い、結果は様式第２号により、令和８年４月

１７日までに通知する。

⑷ 非選定の通知を受けた者は令和８年４月２２日までに、様式第３号により非選定理由につい

て説明を求めることができる。回答は請求を受けた日から３日以内に行う。



７ 実施要領および仕様書の交付等

⑴ 交付期間

告示の日から令和８年４月１０日 正午まで

⑵ 交付方法

高山市ホームページ上に掲載した実施要領、仕様書をダウンロードすることにより交付する。

⑶ その他

高山市ホームページによる交付が受けられない場合は、次により交付する。

ア 交付期間

告示の日から令和８年４月１０日 正午まで

※受付は、土日及び祝日を除く午前８時３０分から正午まで、午後１時から午後５時１５

分までの間とする。

イ 交付場所

〒５０６－８５５５ 高山市花岡町２丁目１８番地

高山市商工労働部 雇用・産業創出課

電話番号０５７７－３５－３１８２

８ 企画提案書の受付等

参加を希望する者は、企画提案書を作成し事前に提出しなければならない。なお、企画提案書

については持参又は郵送による提出とする。

⑴ 企画提案書の内容等

「高山市企業ＤＸ伴走支援事業委託プロポーザル実施要領」による。

⑵ その他

ア 提出期間

告示の日から令和８年４月１０日 正午まで

※受付は、土日及び祝日を除く午前８時３０分から正午まで、午後１時から午後５時１５

分までの間とする。

イ 提出場所

〒５０６－８５５５ 高山市花岡町２丁目１８番地

高山市商工労働部 雇用・産業創出課

電話番号０５７７－３５－３１８２

９ 審査方法

「高山市企業ＤＸ伴走支援事業委託プロポーザル審査要領」による。



10 その他

この告示に記載していない事項については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、同法施行

令（昭和２２年政令第１６号）及び高山市契約規則（昭和３９年高山市規則第２４号）、「高山市

企業ＤＸ伴走支援事業委託プロポーザル実施要領」の定めるところによる。



別添

暴力団排除に関する誓約事項

私は、高山市暴力団排除条例及び高山市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱に基づき、

下記事項について誓約いたします。なお、誓約事項に虚偽の内容があった場合等は、当該要綱及び

関係法令等の処置に従います。

また、高山市の求めに応じ、当方の役員名簿等（有価証券報告書又は登記簿謄本の写し等）の書

類を提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を、管轄する警察署に

提供することについて同意します。

記

１ 次のいずれにも該当しません。

⑴ 暴力団

⑵ 役員等が暴力団員であるなど、暴力団がその経営若しくは運営に実質的に関与している個人又

は法人等

⑶ 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、若しくは雇用している個人又は法

人等

⑷ 役員等がその属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員等を利用している個人又は法人等

⑸ 役員等が暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど、

直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している個人又は法人等

⑹ 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有して

いる個人又は法人等

⑺ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であるこ

とを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用し

ている個人又は法人等

上記事項について、参加資格審査申請書の提出をもって誓約いたします。


